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▲ 児童生徒へのわいせつ・セクハラ禁止

▲ パワハラ・セクハラの防止

▲ 体罰の禁止。威圧的な態度での指導等の相手の人権を

傷つけるような不適切な指導についても注意。

▲ 飲酒運転の禁止や交通事故・交通違反の防止。

▲ 職員の健康管理におけるケアの推進

▲ 人事評価の活用…信頼される評価を得るために、一人

ひとりの職員に目を向けて、日頃からの対話を通した

アドバイスや面談等を通して適切な実施を

服務規律の確保等



服務規律の確保等
教義第１ ８ ３ ５ 号
令和７ 年７ 月２ 日

各市町村(組合)教育委員会教育長殿
山梨県教育委員会教育長

（ 公 印 省 略 ）

児童生徒性暴力等の防止等に関する教育職員
等の服務規律の確保の徹底について（通知）

このことについて、令和７年７月１日付け文科初発第９０４号で文部科学省初等中等教
育局長から別添のとおり通知がありました。
児童生徒を教育する立場にある教育職員等が性暴力等を行うことは言語道断であり、決

してあってはならないことです。日々真摯に子供たちに向き合っている大多数の教育職員
等や、ひいては学校教育全体の信用が毀損されることであり、断じて許されるものではあ
りません。

つきましては、児童生徒への性暴力等の防止及び教育職員等の服務規律の徹底のため、
以下の内容について、早急に取り組むよう改めて管下小中学校への指導をお願いします。

１ 服務規律の徹底と研修の実施
「魂の殺人」とも呼ばれる教育職員等による児童生徒性暴力等の事案が発生している

ことは決してあってはならないことです。
これまでも、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」（以下「教

員性暴力等防止法」という。）や同法に基づく「教育職員等による児童生徒性暴力等の
防止等に関する基本的な指針」（以下「基本指針」という。）に定める事項の確実な実
施を求めてきたところですが、児童生徒性暴力等の防止等に関して、教育職員等の服務
規律の確保を徹底するとともに、今一度、教員性暴力等防止法及び基本指針を確認し、
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止のため校内における研修を改めて実施するな
ど、必要な措置を講じるようお願いします。特に、研修等に当たっては、教員性暴力等
防止法第２条第３項各号に規定する行為は児童生徒性暴力等に当たり、原則懲戒免職処
分の対象となること、その際、児童生徒性暴力等については、児童生徒等の同意や暴行
・脅迫等の有無は問わないことを含め、周知徹底していただくようお願いします。

２ 執務環境の改善及び撮影行為の規制
被害を未然に防止する観点から、教育職員等と児童生徒等が第三者の目が行き届きに

くい環境となる場面をできる限り減らしていくことが重要であり、執務環境の見直し等
による密室状態の回避や組織的な教育指導体制の構築などの措置を講じるようお願いし
ます。
さらに、盗撮防止にあたっては、教室やトイレ、更衣室等の定期的な点検を行うこと

や、教室等を常に整理整頓し、カメラ等を設置できないような環境を作っていくことが
重要です。また、教育職員等がＳＮＳ等を用いて児童生徒等と私的なやりとりを行って

はならないことはもちろんのこと、教育職員等個人のスマートフォン等の私的端末で児
童生徒等を撮影することのないよう、また、学校所有等の端末で撮影する場合であって
も児童生徒等の画像を管理職の許可なく学校外に持ち出すことのないよう徹底してくだ
さい。
なお、管理職においては、安全配慮義務を果たすため、校内巡視により教育職員等と

児童生徒との距離感を把握し、授業や教室内の環境及び児童生徒への接し方等について
疑義がある場合は躊躇なく報告を求め、事案が発生しうる環境を是正するための対応を
行ってください。

３ 児童生徒の声の聴き取りと相談体制の拡充
事案の早期発見・対応のため、教員性暴力等防止法及び基本指針を踏まえ、引き続き、

児童生徒や教育職員等に対する定期的なアンケート調査の実施や、被害児童生徒等が
安心して相談できる環境の整備などに取り組むようお願いします。
教育職員等一人一人が、教育という子供たちの人格形成に携わる職の重責を自覚し、

児童生徒等を教育職員等による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意で取
組を推進するよう、実効的な措置を講じていただきますようお願いします。

４ こども性暴力防止法施行に伴う動き
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措

置に関する法律（令和６年法律第６９号）（以下「こども性暴力防止法」という。）
は、公布の日（令和６年６月２６日）から２年６か月以内で施行することとされていま
す。こども性暴力防止法の施行とあわせ、今後こども家庭庁より児童生徒への性犯罪を
防止するための措置が示される予定です。
このことについても現場において周知し、一層の取組を行っていただくようお願いし

ます。
【参 考】
＜相談窓口等＞
○山梨県総合教育センター 相談支援センター
https://www.ypec.ed.jp/?page_id=113
○やまなし性暴力被害者サポートセンター かいさぽ ももこ
https://www.sien-yamanashi.com/kaisapo-momoko/
○特定非営利活動法人 チャイルドライン支援センター（認定NPO）
https://childline.or.jp/supporter/cl_center
○内閣府「性暴力に関するＳＮＳ相談支援促進事業」
https://curetime.jp/

＜通 知＞
令和７年７月１日付け７文科初第９０４号
児童生徒性暴力等の防止等に関する教師の服務規律の確保の徹底について（通知）
令和７年５月７日付け教義第６５０号
児童生徒性暴力等の防止等に向けた取組について（通知）

義務教育課人事担当
TEL：055-223-1757

教義第１ ８ ３ ５ 号
令和７ 年７ 月２ 日



児童生徒性暴力等の防止等に関する教育職員等の服務規律の確保の徹底について

服務規律の確保等

１ 服務規律の徹底と研修の実施

２ 執務環境の改善及び撮影行為の規制

３ 児童生徒の声の聴き取りと相談体制の拡充

４ こども性暴力防止法施行に伴う動き

今日以降できるだけ早い時期に研修を実施

教室やトイレ、更衣室等の定期的な点検 校内巡視
児童生徒等の撮影についての指導

定期的なアンケート調査の実施・相談体制の整備

こども家庭庁より児童生徒への性犯罪を防止するための措置が示される予定

安全配慮義務を意識し対応



教頭の職務に関すること

学校教育法 第３７条第７項 教頭の職務
校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる

校長の職務権限の行使について直接補佐し、学校全体の仕事を整理する

※ 整理の機能において重要なことは「調整」

⇒校務分掌事務の統合調整や校内人事関係の調整などが主なもの

「校長を助け、校務を整理し」

教頭は、校長の行う「所属職員を監督する」職務を補佐するのである

から、その意味で教頭は所属職員を監督することができる立場にある。 

「必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる」
教諭の休暇や研修等による授業の穴埋めや教員の不足等に対処

するため、必要に応じ児童の教育を行うことができる



人間関係で相談を受けることが多い立場。

若手教員が増えている中、学校体制で支えるとともに、教員としてのやりがい

を早い段階で感じてもらいたい。

教頭の職務に関すること

教頭の業務と教務主任の業務 ⇒ 学校ごとに異なる現状

学校運営における外部との調整は教頭、具体的なカリキュラムに関係

する調整は教務主任や学年主任が担うことが多い。

人材育成は教頭の役割の大事な一つ

教頭の業務（例） 教務主任の業務（例）

・地域との連絡・調整

・校務分掌の調整

・施設管理

・危機管理

・人事評価 など

・時数・出欠管理

・日課表、時間割

・行事予定、月・週予定

・PTAとの連絡・調整

・専科指導 など

地域人材の活用
外部機関との連携

⇒連絡先、連絡系
統などを明確に

持続可能な働き方



学校及び学校運営協議会委員のそれぞれにしてもらいたいこと

各学校にしていただきたいこと

◎ビジョンの共有と発信
→育てたい子供像、目指す学校像等のビジョン
を示す。

◎教職員と委員・保護者との交流
機会を企画

→熟議の場や交流会等を設け、一体となって
進むための機運を高める。

◎「学校を知る」機会の提供
→学校開放日や行事等への参加機会を提供
する。

◎教職員への情報提供
→協議会の協議の内容を情報提供する。
地域との連携・協働の必要性を示す。

協議会委員の皆様にしていただきたいこと

◎校長のビジョンを受け、内容を共有
→育てたい子供像、目指す学校像等のビジョンを
委員同士で話し合い、共有する。

◎教職員、保護者との交流機会をもつ
→熟議の場や交流会等を設け、一体となって進む
ための機運を高める。

◎「学校を知る」ために動く
→学校開放日や行事等への参加子供たちの現状と
課題、学校教育の内容等を学ぶ。

◎広報活動を行う
→協議会の内容を保護者・地域に発信する。
教職員に地域との連携・協働の必要性を示す。

文部科学省CSマイスター
による学習会資料より

教頭の職務に関すること 学校運営協議会



持続可能な学校運営協議会にしていくために

文部科学省CSマイスターによる学習会資料より

学校側で全てを抱え込まない！（特に教頭先生）

  →協議会の司会、記録、広報等を委員が分担する仕組み

 の構築。（＊いきなりは難しいので少しずつ委員に委ねる） 

 →結果として、自立した運営ができるようになり、形骸化を

 防ぐことができる。管理職が変わっても学校の良さ・強みは

 変わらない体制づくりが可能。

←Ｊカーブのプロセス

◎導入時は負荷がかかる

＝学校側の負担は大きくなる。

◎ただし、正しく運用していくことで

時間はかかるが、成果が現れる。

教頭の職務に関すること 学校運営協議会



副校長・教頭マネジメント支援員の配置

副校長・教頭マネジメント支援員の配置を拡充【3,000人】

副校長・教頭の厳しい勤務実態を踏まえ、その学校マネジメント等に係る業務を専門的に支援する人材の配置を支援。

活用イメージ
（例）

教職員の勤務管理
事務の支援

保護者や外部との
連絡調整

学校徴収金等の
会計管理

対象校種
公立の小学校、中学校、義務教育学校
中等教育学校（前期課程のみ）

特別支援学校（小学部・中学部）

想定人材
退職教員、教育委員会勤務経験者、
民間企業等での事務経験者等

資格要件
自治体の定めによるが、基本的には特別な資格
等は必要なし

（ただし、マネジメント等に係る業務の支援を念頭に置
いていることから、学校や一般企業等において、一定
の期間勤務した経験を有することを想定）

実施主体
都道府県・指定都市

補助割合
国１/３
都道府県・指定都市２/３

補助対象経費
報酬及び給料、期末・勤勉手当、報償費
交通費・旅費、補助金・委託費

教頭の職務に関すること 副校長・教頭マネジメント支援員

（文部科学省資料を参考）



勤務時間や休暇に関すること 新たな制度について

山梨県職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例（令和7年10月1日から施行)

（１）部分休業の取得の形態の多様化

  ・新たな形態の部分休業について、職員が１年につき請求できる上限を常勤職員は７７時間３０分、

非常勤職員は１日当たりの勤務時間に１０を乗じて得た時間とする。 
・現行の１日につき２時間を超えない範囲内の取得の形態について、勤務時間の始め又は終わりに限り
承認可能とする取扱いを廃止する。 等 

（２）仕事と育児との両立のための措置等

任命権者に、妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する仕事と育児との両立支援制度
の情報提供並びに個別の意向確認及び当該意向の配慮を行うことを義務付ける。 

（３）子育て時間の取得の形態の多様化

部分休業と同様の制度趣旨である子育て時間について、現行の１日につき２時間を超えない範
囲内の取得の形態に加え、常勤職員は７７時間３０分、非常勤職員は１日当たりの勤務時間に
１０を乗じて得た時間の範囲内の取得の形態を新たに設ける。 

（４）休憩時間の柔軟化 

休憩時間について、職員が学校ごとに定める複数の取得形態から選択可能とする。
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勤務時間や休暇に関すること 働き方改革



山梨県の公立学校における働き方改革に関する取組方針 令和7年度～令和1１年度
～働き方改革は全員が担当者 みんなのウェルビーイングの実現のために～

山梨県公立学校働き方改革取組方針(目的)

○全員が担当者である学校の働き方改革により、子供たちへのよりよい教育を実現。教職員と子供たち、みんなの

ウェルビーイングを実現。

○前例踏襲をよしとせず、教職員の働き方を絶えず柔軟に見直し、修正主義で改善し続けていくことで、日々の生活

や教職員人生を豊かにし、自らの人間性・創造性・専門性を高めていく。

学校における働き方改革の目的

○学びが充実

○可能性が開花

○健やかな成長

子
供
の

学校の働き方改革

赤字：新規

みんなのウェルビーイングの実現

○ 日々の生活や教職人生を豊かに ○自らの人間性･創造性･専門性を高める

○ ワーク･ライフ･バランスの実現 ○心身の健康保持

○ 子供と向き合う時間の確保 ○働きやすさと働きがいの両立

教
職
員
の

よ
り
よ
い

教
育
の
実
現

勤務時間や休暇に関すること 働き方改革



山梨県の公立学校における働き方改革に関する取組方針 令和7年度～令和1１年度
～働き方改革は全員が担当者 みんなのウェルビーイングの実現のために～

山梨県公立学校働き方改革取組方針

Ⅰ.民間ノウハウも活用しながら、学校による主体的な取組をサポートし、【取組の重点項目】の実践を促すことで、学
校・教職員の業務内容の見直しや教職員の長時間勤務の状態を改善し、教職員が本来の業務に専念できる環境を整える。

Ⅱ.「山梨県立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」を履行し、以下の数値目標の達成を目指す

① 時間外在校等時間の縮減
時間外在校等時間が月80時間を超える教育職員をゼロに（令和8年度末までに）【県総合計画における目標】

  平均の時間外在校等時間を月30時間に縮減（令和11年度末までに）【新】

② 子供と向き合う時間の確保
 「きずなの日」と「定時退校日」をそれぞれ年間20回以上実施している学校の割合を100％に

（令和10年度末までに）【県教育振興基本計画における目標】

③ 部活動における教員の負担軽減
  平日1日と土日どちらか1日を休養日としている部活動顧問の割合を中学校、高等学校ともに100％に

（令和10年度末までに）【県教育振興基本計画における目標】
④ 一人ひとりの主体的な取組の推進

  自身の働き方を見つめ直し、自分事として取り組んでいる教職員の割合を100％に（令和11年度末までに）【新】 

⑤ 働きがいの向上
  仕事に対して働きがい(充実感･満足感･意欲等)を感じている教職員の割合を100％に（令和11年度までに）【新】

目 標

令和７年度～令和１１年度（５年間）
※次期県教育振興基本計画の策定(令和10年度)を考慮

取組期間

赤字：新規

取組方針は、国の新たな動きや、目標の達成状況の検証等を踏まえ、適宜、
必要な取組の追加、変更、見直しを行う。(基本的に３年後に検証･見直し)

取組の追加・変更・見直し

毎月の教員の割合を報告（45時間以下 45時間～80時間 80時間～100時間 100時間以上）

新規：令和７年度から、１年間の平均の時間外在校等時間を報告（校長、教頭、教諭）

勤務時間や休暇に関すること 働き方改革



（１）勤務状況の見える化・勤務時間管理の徹底【新】
（２）勤務時間・健康管理を意識した働き方の徹底
（３）民間ノウハウの活用・学校の自律自走【新】
（４）校務の改善・効率化・明確化
（５）部活動の地域展開・部活動指導の負担軽減
（６）ＰＴＡ・地域・関係諸団体との連携
★ 働き方改革により教職員の余白の時間を生み出し、子供主体の授業への改善・効果的な教育活動を推進【新】

（２）勤務時間・健康管理を意識した働き方の徹底
① 教職員の健康サポート・教職員の健康管理の推進

② 効果的な勤務時間の割り振り

③ 勤務間インターバルの検討・実施【新】 ⇒11時間の確保を推奨

（１）勤務状況の見える化・勤務時間管理の徹底【新】
① 勤務状況の見える化実施【新】 ⇒「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定・公表、保護者や地域への職員の長時間勤務の状況発信

② 勤務時間管理の徹底

③ 学校閉庁日の設定

④ 「きずなの日」の着実な推進

⑤ 定時退校日及び退校時間の設定

⑥ １年単位の変形労働時間制についての検討

取組の重点項目

山梨県公立学校働き方改革取組方針

山梨県の公立学校における働き方改革に関する取組方針 令和7年度～令和1１年度
～働き方改革は全員が担当者 みんなのウェルビーイングの実現のために～

① 学校による主体的な取組の推進【新】

・校内ワークショップの開催（民間ノウハウの活用） ・PDCAによる取組の実行・改善・強化

② 管理職のマネジメント力向上・リーダーシップの発揮【継】92%

③ 一人ひとりの教職員による働き方の見直し・意識改革【継】88%

（３）民間ノウハウの活用・学校の自律自走【新】（３）民間ノウハウの活用・学校の自律自走【新】
 ① 学校による主体的な取組の推進【新】

  ・校内ワークショップの開催（県下全学校）

 ② 管理職のマネジメント力向上・リーダーシップの発揮

 ③ 一人ひとりの教職員による働き方の見直し・意識改革

〈校内ワークショップ〉
・校内研修の１コマを当てる
・６０分～９０分
・１学期～夏休み
・指導主事が進行（学校独自の開催も可）
・３年間（R7～R9）で県下すべての学校

で実施（小中高特）



給与、諸手当に関すること（令和７年法改正関係）教員の処遇改善について

・令和７年、第２１７回通常国会にて審
議された「公立の義務教育諸学校等の
教育職員の給与等に関する特別措置法
等の一部を改正する法律案」において
は、高度専門職にふさわしい処遇の実
現、職務や勤務の状況に応じた処遇の
実現の観点から、教員の処遇改善を図
ることとしている。

・教職調整額の支給割合の見直しが大き
くクローズアップされているが、給与
に関する処遇改善は多岐にわたり、全
体としては次のとおりとなっている。

２ 具体的な内容
項目 開始時期 改善・見直し内容

改

善

①
教職調整
額の改善

令和7年度
（R8.1～）

令和12年度までに、段階的に10％に改善
※令和7年度は、5％に引き上げ

②
管理職の
本給加算

令和7年度
（R8.1～）

教職調整額の段階的な改善とあわせ、令和12
年度までに、本給に24,200円を加算
※令和7年度は、本給に月額4,000円加算

③
学級担任
への手当
の加算

令和7年度
（R8.1～）

義務教育等教員特別手当に月額3,000円加算
※対象は小・中学校の単式・複式学級の学級
担任

④
主務教諭
の創設

令和8年度
（R8.4～）

主幹教諭と教諭の間に新たな級を創設
教諭の本給に月額6,000円程度の増

見
直
し

⑤
義務教育
等教員特
別手当の
見直し

令和7年度
（R8.1～） 本給の1.5％ ⇒1.0％（1／3縮減）

⑥
多学年学
級担当手
当の廃止

令和7年度
（R8.1～）

学級担任への手当の加算措置を踏まえ、廃止
※小・中学校の複式学級の担任教師に支給す
る手当
※手当額：290円／日又は350円／日

⑦
給料の調
整額の見
直し

令和8年度
（R9.1～）

本給の3％程度⇒2.25％程度⇒1.5％程度
※特別支援教育に従事する教師に支給する手
当
※2年間をかけて1／2縮減

１ 経緯等



部活動の地域展開

◇ 部活動は教科学習とは異なる集団での活動を通じた人間形成の機会や、多様な生

徒が活躍できる場であり、教員による献身的な勤務の下で成り立ってきた

◇ 一方、少子化が進展する中、学校部活動を従前と同様の体制で運営することは難

しくなってきており、学校や地域によっては、存続が厳しい状況にある

◇ そのため、まずは休日の部活動を地域へ展開することを目指し、各市町村が地域

の実情に応じて地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を推進

◇ 本県においては、各市町村が本年度中に体制整備をおこない、令和８年度は「全

市町村で１つ以上の地域クラブ活動実施」を目指す



部活動の地域展開

〇 県の取組として、県総括Coによる市町村への指導助言、やまなし地域クラブ活

動等人材バンク（スポカルやまなし）の活用推進等で市町村の取組を支援。また、

中学校における部活動指導員配置支援事業、地域クラブ活動への移行に向けた実

証事業（１２市町）を実施

〇 地域クラブ活動での指導を希望する教職員は、兼職兼業の許可を経て指導可能。

地域クラブ活動指導者への謝金は、国が示す部活動指導員の積算単価に準じ、

１時間１６００円程度が目安と考えられる

〇 今後も引き続き実態把握に努めるとともに、実証事業実施自治体の情報提供と

各市町村への指導助言、地域展開に向けての会議の開催を実施



教育制度に関すること 長期欠席者等を対象とした特別選抜



教育制度に関すること 長期欠席者等を対象とした特別選抜



教育制度に関すること 教科担任制

「義務教育９年間を見通した教科担任制の在り方」

◎令和４年度を目途に小学校高学年からの教科担任制の導入

・義務教育９年間を見通した指導体制の構築

・教科指導の専門性を持った教師によるきめ細かな指導の充実

・教師の負担軽減

・新たに専科指導の対象とすべき教科や学校規模・地理的条件に応じた効果的

な指導体制の在り方の検討

・小中学校の連携促進

１．小学校高学年における教科担任制導入の背景と本県の目指す方向性。

国の動向 ～中央教育審議会答申（令和３年１月）～



教育制度に関すること 教科担任制

①完全教科担任制
（例）中学校や高等学校と同様の教科担任による指導

②特定教科における教科担任制
（例）理科専科教員、体育専科教員配置等による指導

③学級担任間の授業交換
（例）学級担任間等で、特定の教科の授業交換を行う指導

④学級担任とのTeam Teaching

教科担任制の類型に関する参考資料：
義務教育９年間を見通した指導体制の在り方に関する検討会議報告書

山梨県が目指す方向性

小学校における教科担任制の類型として、下記の４つがあげられます。
本県で目指す方向性は②と③になります。



人事に関すること

（１）大学等での教員選考検査説明会の実施
＜令和６年度 秋期の実績＞ 県内外１０大学
＜令和７年度 春期の実績＞ 県内外９大学

（２）「山梨県で学校の先生になろう」フォーラムの実施

（３）教員の魅力についての情報発信
・県教委HP「山梨県で学校の先生になろう」

１～７年目の教員のメッセージ（動画も含む）をアップ
・教員応援動画３本を県教委HP「山梨県で学校の先生になろう」

山梨チャンネルYouTubeにアップ

（４）小学校教員確保推進事業の周知と情報発信
（日本学生支援機構の奨学金の返還を支援する）

（５）ペーパーティーチャー研修会の実施

１．教員の人材確保に関することについて



人事に関すること

（１）選考方法に関する改善について

・大学３年生における一次検査

・県外会場での選考と受検校種の拡大

・特別選考対象者の拡大

・大学推薦枠の拡大

（２）情報発信に係る工夫・改善

・教員選考検査のパンフレットを刷新し、先輩からのメッセージも動画で配信

・教員選考検査のポスター・パンフレットを例年より１ヶ月程度早く配布

・採用検査募集案内の配布時期を早め、ポスター・パンフレットと一緒に配布

・選考検査不通過者への各種情報の提供

２．教員選考検査に関する改善



人事に関すること 正規教職員の代替

○ 教職員が、年度途中に産前産後休業、育児休業又は配偶者同行休業（以下「産休等」という。）を取得した
場合、従来はその都度、臨時講師等を任用し、産休等の取得者の業務を代替させてきたが、近年、若手教師の増
加に伴い産休等の取得者が増加するとともに、教員採用者数の増加に伴い臨時講師等の主な担い手である既卒
受験者の数が減少しており、年度中に臨時講師等を確保することが困難となっている。

 
○ しかしながら、現行の限度政令の規定においては、義務教育費国庫負担金による国庫負担の対象となるのは、
任期を定めて採用された者又は臨時的に任用された者（＝臨時講師等）に限られており、正規の教職員が産休等
の取得者の業務を代替する場合、当該教職員は国庫負担の対象とならない。 

○ このため、正規の教職員が産休等の取得者の業務を代替する場合においても、当該教職員が国庫負担の対象
となるよう、限度政令に規定する国庫負担上の定数の算定方法を改めることとする。

 
○ この改正により、教職員の任命権者である都道府県・指定都市において、毎年度、産休等の取得者が一定数
生じることを見越して、正規の教職員を学校に配置する標準の教職員数よりもあらかじめ多く確保しておき、実

際に取得者が生じたら、正規の教職員が取得者の業務を代替することが促進されるようになる。

 
○ 施行期日は、令和７年４月１日とする。

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要
する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令（限度政令）の一部を改正する政令について（概要） 



人事に関すること 役職定年者の動向

早期退職者数

校長

小学校

19

中学校

11

役職定年者の動向

教頭 ２ ４

合計

６

53

11

30

役職定年者数

令和６年度末

３６人が退職、２８人が教諭として
常勤で勤務を継続

3320 13

６３ ３

60

15

校長

教頭

令和５年度末

３９人が退職、３６人が教諭として
常勤で勤務を継続

役職定年者のうち半数以上が退職している



人事に関すること

令和7年度末人事異動 「転退希望調」提出について

考えられるメリット

○希望調査を早期に実施することで、第２回学

校訪問における個人面談をより具体的に行え
る。

○学校長が早期に人事動向を把握できるため、
次年度に向けた学校経営がより具体的に計画
できる。

○夏期休業中に実施することで、ゆとりを持っ
て、自身の異動などについて考えることがで
きる。

○希望調査実施後に変更があった場合も余裕を
持って変更等の対応が可能となる。

令和７年度の人事異動日程

５月～６月まで 第１回学校・地教委訪問

・ 学校運営の状況等の聞き取りと把握

７月中～各学校へ転退希望調の配布 ７月～８月 作成

＊転退希望調提出（8/29 金）（全員）

９月～１１月 第２回学校・地教委訪問

・ 教職員との面談で、先生方個々の状況の把握

・ 校長先生、地教委との面談

＊転退希望調提出（12/４木）（変更者のみ）

１月末 市町村(組合)教育委員会及び学校長ヒアリング
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